
Ｎｏ． 業者名 所在地 指名停止期間 理　　　　　由 備　　考

1 日精株式会社 東京都港区西新橋一丁目１８番１７号

2 新明和工業株式会社 兵庫県宝塚市新明和町１番１号

3 関東建設工業株式会社
群馬県太田市飯田町１５４７番地
ＯＴＡスクエアビル７Ｆ

令和７年６月２０日から
令和８年３月１９日まで

（9か月間）

群馬県桐生市が発注した新庁舎建設工事に
関する一般競争入札で公正な競争を妨げた
として、公契約競売入札妨害の疑いで同社の
使用人が逮捕されたため。

目黒区競争入札参加者
指名停止措置基準
第２条第１項

別表第２　３（３）イ

指名停止業者一覧（令和７年７月２日現在）

令和７年４月１０日から
令和７年９月　９日まで

（５か月間）

大型の商業施設やマンション、オフィスビルな
どに設置される機械式駐車場の設備を巡り、
事前に受注業者や受注金額を決めるといった
談合を繰り返し、発注金額を押し上げたため。

目黒区競争入札参加者
指名停止措置基準
第２条第１項
別表第２　２（３）

※第4条第4項第1号適用
（期間短縮）


